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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年８月１１日（月） １４時３５分ごろ 

発生場所 宮城県利府
り ふ

町腕
かいな

埼南東方沖 

 宮城県七ケ浜町所在の花淵灯台から真方位３５２°３.４海里付近 

 （概位 北緯３８°２０.９′ 東経１４１°０４.５′） 

インシデント調査の経過  平成２６年８月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 あおば、２２７トン 

 １３２２５６、丸文松島汽船株式会社 

 ３３.５０ｍ×８.００ｍ×２.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４０４kＷ、平成４年１０月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成４年１２月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月８日 

  免状有効期間満了日 平成２９年１２月１日 

機関長 男性 ６３歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５０年８月２９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３０年６月２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長、機関長及び甲板員が乗り組み、乗客３７人（大人

３６人、小人１人）を乗せ、平成２６年８月１１日１４時００分ごろ

宮城県松島町松島港の桟橋を出発した。 

 本船は、主機を回転数毎分約１,５００～１,７００とし、約７～１０

ノットの速力で腕埼南東方沖を北西進中、１４時３５分ごろ主機の冷

却清水温度高温警報が作動した。 

 機関長は、操舵室で見張りを行っていたが、直ちに機関室に入った

ところ、主機の冷却水タンクのキャップから水と潤滑油の混合水が溢
あふ
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れていた。 

 機関長は、主機の潤滑油を点検したところ、潤滑油量の減少及び圧

力の低下を確認し、約４０ℓ補給したものの、航海を続けることは不

可能であると判断し、船長に報告した。 

 船長は、投錨するとともに船舶所有者に救助を要請し、船舶所有者

が所有船を救助に向かわせるとともに海上保安庁に通報した。 

 本船は、１４時５０分ごろ来援した所有船に乗客を移乗させ、別の

所有船にえい
．．

航されて、宮城県仙台塩釜港塩釜区の桟橋に着桟した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船舶所有者は、６隻の船舶を所有し、塩釜区の桟橋と松島港の桟橋

を結ぶ航路、松島湾内の遊覧航路などに運航させており、本船は、本

インシデント当日、松島湾内の遊覧航路に運航していた。 

 当日の松島湾内の遊覧航路は、松島港の桟橋を１０時００分に出発

する便が第１便で、その後、毎時００分に出発する予定となってお

り、遊覧時間が約５０分間であった。 

 本船は、本インシデント当日、係留していた塩釜区の桟橋を０８時

４５分ごろ出発し、松島港の桟橋に０９時２０分ごろ到着した。 

 機関長は、塩釜区の桟橋を出発する前、船底のビルジの量、油漏

れ、燃料、潤滑油、冷却清水の量、ガス漏れ、圧力などの点検を行っ

たが、異常を認めず、また、遊覧中も本インシデントが発生するまで

は、異常を認めなかった。 

 主機は、空気冷却器及び潤滑油冷却器を低温清水で、主機本体のシ

リンダライナ、シリンダヘッド及び水冷排気管を高温清水で冷却する

清水２次セントラルクーリング方式になっていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（冷却清水系統図） 

  

      図１ 清水２次セントラルクーリング方式 

 主機の潤滑油冷却器は、本体の中に潤滑油が通る１４枚のプレート

で構成されるエレメントがあり、エレメントの外側を冷却清水が通っ

て潤滑油を冷却する構造になっており、本インシデント後、開放した

空気冷却器 潤滑油冷却器 

冷却清水ポンプ 主機本体 冷却海水ポンプ 

清水冷却器 
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ところ、エレメントに亀裂が認められた。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主機は、運転中、冷却清水の圧力より潤滑油の圧力の方が高く設定

されていた。 

 潤滑油冷却器は、平成２６年３月に開放整備が行われ、組込み時、

圧力テストが行われており、異常はなかった。 

 主機の潤滑油冷却器は、就航以来、交換されていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、松島湾内の腕埼南東方沖を北西進中、主機の潤滑油冷却器

のエレメントに亀裂が生じたことから、潤滑油が冷却清水側に流れ込

み、潤滑油が不足するとともに冷却清水温度が上昇し、主機の運転が

できなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 主機は、潤滑油冷却器が就航当時から使用されており、経年により

エレメントに亀裂が生じた可能性があると考えられるが、詳細を明ら

写真１ 

潤滑油冷却器 

エレメント 

写真２ 

亀裂部 

亀裂部 
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かにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が松島湾内腕埼南東方沖を北西進中、主機

の潤滑油冷却器のエレメントに亀裂を生じたため、潤滑油が冷却清水

側に流れ込み、潤滑油が不足するとともに冷却清水温度が上昇し、主

機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に潤滑油冷却器を開放してエレメントの状態を点検し、特

に船齢が古くなった船舶については、交換を考慮した入念な点検

を行うこと。 

 


